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衆
議
院
議
員
山
井
和
則
君
提
出
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
健
康
保
険
証
の
利
用
登
録
解
除
の
手
続
等
に
関
す
る
質
問
に

対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
健
康
保
険
証
の
利
用
登
録
解
除
」
に
つ
い
て
は
、
現
時
点
で
は
、
「
事
務
処
理
誤

り
に
よ
り
生
じ
た
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
健
康
保
険
証
利
用
登
録
の
取
扱
い
に
つ
い
て
（
周
知
）
」
（
令
和
五
年
二
月
一

日
付
け
厚
生
労
働
省
保
険
局
医
療
介
護
連
携
政
策
課
事
務
連
絡
）
に
お
い
て
、
「
被
保
険
者
本
人
が
健
康
保
険
証
利
用
登
録

を
希
望
し
て
い
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
職
員
の
事
務
処
理
誤
り
に
よ
り
利
用
登
録
が
な
さ
れ
た
」
場
合
は
、
「
シ
ス

テ
ム
上
、
解
除
処
理
を
行
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
・
・
・
事
案
の
詳
細
及
び
ご
本
人
の
解
除
希
望
の
意
思
に
つ
い
て
自

治
体
等
か
ら
書
面
で
申
し
出
て
い
た
だ
い
た
場
合
に
は
、
個
別
に
解
除
処
理
を
行
う
こ
と
は
可
能
で
す
。
」
と
示
し
て
い
る

と
お
り
で
あ
る
。 

二
に
つ
い
て 

 
 

現
行
の
健
康
保
険
証
が
発
行
さ
れ
な
く
な
る
令
和
六
年
十
二
月
二
日
以
降
、
御
指
摘
の
「
マ
イ
ナ
保
険
証
が
な
い
方
（
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
健
康
保
険
証
の
利
用
登
録
を
し
て
い
な
い
方
を
含
む
）
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か



 

２ 

 

で
は
な
い
が
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
取
得
し
て
い
な
い
者
及
び
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
健
康
保
険
証
利
用
の
た
め
の
登
録
を
し

て
い
な
い
者
を
指
す
と
解
す
れ
ば
、
本
人
の
申
請
に
よ
ら
ず
医
療
保
険
者
の
職
権
に
よ
り
資
格
確
認
書
が
交
付
さ
れ
る
も
の

で
あ
る
。 

三
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
健
康
保
険
証
の
利
用
登
録
解
除
」
の
「
手
続
」
に
つ
い
て
は
、
「
マ
イ
ナ
保
険
証

の
利
用
登
録
の
解
除
に
つ
い
て
」
（
令
和
六
年
二
月
九
日
付
け
厚
生
労
働
省
保
険
局
保
険
課
、
国
民
健
康
保
険
課
、
高
齢
者

医
療
課
及
び
医
療
介
護
連
携
政
策
課
事
務
連
絡
）
に
お
い
て
、
「
利
用
登
録
の
解
除
を
希
望
す
る
者
は
、
加
入
す
る
医
療
保

険
者
等
に
申
請
を
し
ま
す
。
・
・
・
解
除
申
請
を
受
け
付
け
た
各
医
療
保
険
者
等
は
、
・
・
・
医
療
保
険
者
等
向
け
中
間
サ

ー
バ
ー
に
解
除
希
望
者
の
情
報
を
登
録
し
ま
す
。
・
・
・
医
療
保
険
者
等
向
け
中
間
サ
ー
バ
ー
へ
の
登
録
の
翌
月
末
（
予

定
）
に
、
申
請
者
の
健
康
保
険
証
利
用
登
録
が
解
除
さ
れ
ま
す
。
」
と
示
し
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。 

 
 

ま
た
、
お
尋
ね
の
「
解
除
が
可
能
に
な
る
時
期
」
に
つ
い
て
は
、
同
事
務
連
絡
に
お
い
て
、
「
本
年
十
月
末
目
途
の
解
除

申
請
受
付
開
始
に
向
け
、
」
「
シ
ス
テ
ム
改
修
」
を
行
う
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
当
該
「
解
除
申
請
受
付
」
の
後
、
当
該

「
手
続
」
に
従
い
、
「
申
請
者
の
健
康
保
険
証
利
用
登
録
が
解
除
」
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。 


